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障害者差別解消法の意義	 
 

田門	 浩	 さん（弁護士）	 

 

障害者差別解消法の詳しい内容については、大胡田先生の講演にゆだねることとして、ここでは、自分の

経験に基づいて障害者差別解消法の必要性について話したい。 

 

１	 生い立ち	 

1967年生まれ 

出身地：福島、現在の住居：川崎 

生まれたときから耳が聞こえません。 

	 

	 

２	 学歴・職歴	 

1969年～1982年	 ろう学校（福島、水戸、千葉、札

幌、筑波大学付属） 

1982年～1985年	 普通高校（千葉県立薬園台高校） 

1985年～1990年	 東京大学（教養学部文Ⅰ→法学部） 

1991年	 	 	 	 	  千葉市役所に勤務 

1995年	 	 	 	 	  司法試験合格 

1996年	 	 	 	 	  最高裁司法研修所で研修 

1998年	 	 	 	 	  弁護士資格を取る 

2003年～2004年	 米国留学（ギャロ・デット大学） 

 

1998年に弁護士の資格を取りました。以後、18年

間、依頼者のために、法律相談をしたり、裁判所の法

廷で主張活動をしたりしてきました。 

日本全国では、ろう・難聴弁護士は合計９人です。 

 

 

３	 弁護士を目指したきっかけ	 

小さいころは、社会福祉に興味を持っていました。 

10歳のときに父が死亡、母子家庭で育つ。 

13 歳のときに山田裕明氏が司法試験合格（当時

中学２年生）。 

このときから弁護士になりたいと思い始めた。 

 

 

４	 いろいろな壁にぶつかる	 

いくつかの普通高校で入試を断られたこと。 

大学に入る前に入試を断られそうになったこと。 

大学には手話通訳者がいない。 

司法試験受験のときに筆談による面接を断られ

そうになった。 

法律事務所への就職活動をしたが就職先が見つ

からない。 

 

(1)	 いろいろな壁にぶつかる（高校入試）	 

高校から普通学校へ。 

弁護士を目指すためには生徒数の多い学校へ入

って鍛えられようと思って普通高校へ。 
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3 
いくつかの学校にわたしは耳が聞こえないが受

け入れてもらえるかどうかを問い合わせたがほと

んどの学校に断られた。 

一つの高校だけ耳が聞こえなくても受け入れて

くれた。 

 

(2)	 いろいろな壁にぶつかる（大学受験）	 

司法試験合格者を多く生み出している実績のあ

る大学を希望。 

母子家庭のため学費の安い国立大学へ。 

大学側はろうあ者であるということに躊躇。大学

から母と私二人呼ばれ、耳が聞こえないので大学で

学ぶのは無理と言われた。 

どうしても大学を受験させてもらえるよう強く

要望。その結果、受験許可を受けた。 

 

(3)	 いろいろな壁にぶつかる（大学の授業）	 

大学は手話通訳を用意しないと言っていた。大学

１年生の時は友人にノートテイクを依頼。しかし、

ノートテイクは限界が。 

その頃には「関東学生情報保障者派遣委員会」が

出来上がっており、私は大学２年から手話通訳の派

遣を依頼し授業を受けた。 

大学と交渉して手話通訳者、ノートティカーの費

用を出してもらった。 

 

(4)	 いろいろな壁にぶつかる（司法試験）	 

司法試験に８回挑戦。 

試験の中に口述試験（面接試験）があった。司法

試験管理委員会に筆談でお願いしたいと申し入れ

をしたが、最初は認めてくれなかった。何度も交渉

を重ねて筆談を認めてもらった。 

 

(5)	 いろいろな壁にぶつかる（法律事務所訪問）	 

私を雇ってもらえる法律事務所を探したが、	 

「ろう者は無理だ」と言われ、なかなか雇ってくれ

るところはなかった。 

40 箇所くらいの法律事務所を当たったがほとん

ど断られ、やっと一つの法律事務所が雇ってくれた。 

 

 

５	 	 手話通訳者	 

現在、１人の手話通訳者を雇い、給料を支払って

います。女性です。 

裁判所では、私が手話で依頼者のために主張をし

ます。私の手話を、手話通訳者が音声日本語で裁判

官に話します。 

電話のときも、私が手話で話します。私の手話を、

手話通訳者が音声日本語にして、電話の相手に伝え

ます。 

手話通訳者がいれば、ろう弁護士の活動に限界は

ありません。 

６	 障害のない人からも依頼を受けている	 

18年の間に依頼を受けた人数は、約 550人いま

す。 

550人の依頼者のうち 80パーセントが障害のな

い人です。 

その依頼者とは、手話通訳者を通して打ち合わせ

をします。 

 20パーセントは聴覚障害者です。手話や筆談で

打ち合わせをします。そのときは、手話通訳者には

依頼しません。 
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７	 耳が聞こえないからこそできること	 

日本では、「弁護士」は恐れられている。初めて

会う弁護士から怒られるのではないか…と。 

いざ弁護士に会うと…障害を持つ人だった	 敷

居が低くなった感じ 

相談にくる人は、悩みを持っている	 障害者には

悩みを理解してもらえそうだと感じる	 気楽に相

談できる 

 

 

８	 将来の夢	 

日本「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」(2016年から施行) 

日本のろう・難聴の弁護士をもっと増やしていき

たい（現在９名）。 

世界で包括的に障害者に対する差別を禁止した

法律は、米国のＡＤＡである。 

ADA（Americans with Disabilities Act／障害を

持つ米国人法）。1990年に成立。米国に ADAがで

きてから、聴覚障害弁護士が急増した。現在、米国

では、聴覚障害弁護士は 300名いる。 

 

 

９	 障害者差別解消法の意義	 

障害者も健聴者のために力になることが出来、社

会に貢献できる。これは、障害者を阻む社会的障壁

の除去があって初めて可能となる。 

これが障害者差別解消法の意義。 
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